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１．趣旨 

 経済産業省，公正取引委員会及び総務省は，平成３０年６月に閣議決定された

「未来投資戦略２０１８」において，プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対

応したルール整備のために，同年中に基本原則を定め，これに沿った具体的措置

を早急に進めるべきものと定められたことを踏まえ，「デジタル・プラットフォー

マーを巡る取引環境整備に関する検討会」（以下「本検討会」という。）を同年７

月に設置し，検討を進めてきた。そして，同年１２月１２日，本検討会において

取りまとめた中間論点整理を公表するとともに，同月１８日，プラットフォーマ

ー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則を策定した。 

その後，平成３１年２月１３日に開催された未来投資会議において，「デジタル

市場のルール整備」について議論が行われ，取引慣行の透明性や公正性確保に向

けた法制又はガイドラインの整備を図るため，同年夏取りまとめる成長戦略の実

行計画において方針を決定するものとされた。 

そこで，経済産業省，公正取引委員会及び総務省においても，取引慣行の透明

性や公正性確保に向けたルールの在り方について検討を進めるべく，本検討会の

下に「透明性・公正性確保等に向けたワーキング・グループ」（以下「本ＷＧ」と

いう。）を新たに設置する。 

２．本ＷＧの委員等 

・ 本ＷＧは，別紙に掲げる委員により構成し，オブザーバーとして個人情報保

護委員会，消費者庁及び内閣官房日本経済再生総合事務局が参画する。 

・ 本ＷＧは，必要に応じて，関係者に出席を求めることができる。 

３．本ＷＧ及び議事等の公開 

本ＷＧは，委員による自由闊達な意見交換の妨げとならないよう，原則，非公

開とするが，議事要旨を速やかに公表する。 

４．庶務 

 検討会の庶務は，経済産業省（商務情報政策局情報経済課）及び公正取引委員

会事務総局（経済取引局総務課）において処理する。 

以上
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